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児童が学校にいるときに地震が発生した際の 
対応マニュアル                      （揺れの度合いを判断して）                                

地震発生 
１．児童の安全確保（第一次避難） 
・頭部保護・机の下に避難 
・負傷者の確認と処置 
・二次災害の防止 
・施設、設備の点検  

（揺れがおさまり次第、校舎外への避難指示）  
２．屋外へ避難（第二次避難） 
・安全経路の確認・児童への指示、誘導 
・避難集合場所に整列（「おかしも」の徹底） 
・人数確認【担任（子ども）→校長に報告】 
・負傷者の搬送 
３．学校地震対策本部設置（校長・教頭・指定教職員・養護教諭他） 
・情報収集及び関係機関との連絡・連携（校長・教頭・指定教職員） 
・今後の対応について対策を検討（校長） 
・緊急連絡網での連絡（担任） 
・負傷者対応、児童の心のケア（養護教諭他） 
・「放課後子ども教室」「うり坊」との連携（教頭・教務）  （「うり坊」職員は、学校で児童・保護者対応を行う） 
・四万十町役場職員との連携（備蓄庫） 
４．引き渡しを実施 
・引き渡しチェックによる確認を

行う。（引き渡し人は親族に限る） 
５．児童保護の継続 
・親族が来校できない場合は学校

で保護 
・情報収集及び関係機関との連携 
・安全確認→通常授業→下校 

〈災害状況に応じて〉 

・屋外への避難 

・一斉下校 

・「放課後子ども教室」「うり坊」へ引き渡し 

確認〈担任〉 

○情報発信（使用できない場合有り） 
①連絡システム「すぐーる」 

②携帯電話・メール 

③防災無線 

④災害用伝言ダイヤル（１７１） 

※発信不可能の場合は、児童は学校で 

保護します。 

震度５弱以上 震度４以下 
翌日からの措置について 
自宅待機をして、学校からの連絡を待つ 



  

休み時間中における地震発生時の児童の第１行動（始業前・時間中含む） 

「落ちてこない・倒れてこない・移動してこない」安全な場所へ身を寄せる   
《校舎内にいる場合》 

現在地 第  １  行  動 

教室内 

（特別教室） 

○窓や壁際から離れ、机の下に潜って揺れのおさまるのをまって避難す

る。 

廊下・階段 

○教室側の柱に身を寄せたり、近くの教室の机の下に潜って揺れがおさ

まるのをまって避難する。 

○階段をかけあがったり、廊下を走ったりすることは、危険ですので絶

対にしない。 

体育館 
○中央部に集まってしゃがみ、揺れのおさまるのをまって避難する。 

○あわてて外に飛び出したりしない。 

トイレ ○ドアを開けて動かないでいる。揺れのおさまるのをまって避難する。   
《校舎外にいる場合》 

現在地 第  １  行  動 

運動場 

○建物やブロック塀、運動器具等から離れてしゃがみ、揺れのおさまる

のを待つ。その場で教師の来るのを待つ。（大声で自分の居場所を伝

える。） 

○絶対に走り回らない。 

路上 

その他 

○建物やブロック塀から離れてしゃがみ、揺れのおさまるのを待つ。 

○揺れがおさまったら、最寄の安全な場所に避難する。   
《プールにいる場合》 

現在地 第  １  行  動 

プール 

○（水に入っている時は、すぐにプールサイドにあがり）プールサイド

にしゃがみ、揺れのおさまるのを待つ。その場で教師の来るのを待つ。

（大声で自分の居場所を伝える。） 

○絶対に走り回らない。 

○揺れがおさまったら、最寄りの安全な場所に避難する。 

   



  

児童が校外学習参加時に地震が発生した際の 

対応マニュアル                 建物外への避難指示                            地震発生 

１．安全確認 

（第一次避難） 

○的確な指示 
・頭部保護・机の下等に避難 

・負傷者の確認と処置 

・出口確保・二次災害の防止等 

２．屋外へ避難 
（第二次避難） 

安全経路の確認・不安への対処 

・人数点呼 
・負傷者の搬送 

・「おかしも」の徹底 

・情報収集及び関係機関との連絡 

・学校責任者と連絡 
・現地状況の伝達、帰校させるか否か

の判断 

３．現地災害対策本部設置  
避難所へ 帰校 児童の心のケア 

４．引き渡し 

※帰校が困難な場合、現地での 

保護の継続、または、現地で 

の引き渡しを行う 

 

○情報発信（使用できない場合有り） 
 ①緊急連絡網  

②携帯電話・メール 

 ③防災無線   

④災害用伝言ダイヤル（１７１）  



  

児童が登下校しているときに地震が発生した際の 

対応マニュアル                                            
地震発生 

○揺れているとき 
・頭部保護・身を低くする 

・建物、ブロック塀、窓ガラス、 

 自動販売機などから離れる 
１．安全確認 
（第一次避難） 
２．避難・誘導 
（第二次避難） 
３．地震対策本部設置 
・児童安否の確認 
・情報収集 
・今後の対応について対策を検討 
（震度５以上の場合） 
４．引き渡しチェックを

実施 
・引き渡しカードによる確認を行

う。（引き渡し人は親族に限る） 
５．児童保護の継続 
・親族が来校できない場合は学校 
で保護 

○避難する際 
・揺れが収まったら、学校か自宅、近い方に 

 避難する 

・学校、自宅へ避難が困難な場合は、周囲の大

人に助けを求める 

・通学路の安全を確かめながら避難する 

自宅 

翌日からの措置について 

 自宅待機をして、学校からの連絡を待つ 

○情報発信（使用できない場合有り） 
 ①緊急連絡網  

②携帯電話・メール 

 ③防災無線   

④災害用伝言ダイヤル（１７１）  

安全確認 



  

◇学校再開に向けた対応 

（１）再開までの流れ 

   

 

     

             

 

             

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育委員会等との 

協議 

留意事項 

・児童等及び家族の安否確認及び住居の被害状況確保 

・教職員及び家族の安否確認及び住居の被害状況確認 

・学校施設等の被害状況確認 

・ライフラインの被害状況確認 

・通学路及びその近隣の被害状況確認 

・校舎等の被害に対する応急措置 

・校舎等の危険度判定調査 

・ライフラインの復旧      ・仮設トイレの確保 

・児童等の心理面への影響確認 

・教室の確保（他施設の借用、仮設教室の建設） 

・通学路の安全確保 

・避難した児童等の就学手続きに関する臨時的措置 

・教科書、学用品等、救援物資の受け入れ、確保 

・避難所における運営の支援 

・児童等の心理面の状況把握 

・登校児童等の確保と学級編成 

・避難した児童等の把握 

・児童等の具体的な被害状況確認（教科書・学用品等） 

・保護者への連絡方法の確認 

・通学路における安全指導 

・避難した児童等の移動先訪問、状況把握 

（在籍校への復帰時期等） 

授業再開にむけた 

教育委員会等との協議 

・校舎施設、整備の復旧、仮設教室建設 

・授業形態の工夫 

・教職員の配置、不足教職員に対する授業等への対応 

・教科書、学用品等の調達、確保 

・学校給食の再開 

・学費の援助等の支援 

・授業再開に向けた日程の協議 

・欠時数の補助と授業の工夫 

・水道水等の保健衛生の措置 

・児童等の心のケアの体制整備 学校教育の再開 

家庭訪問・仮登校 

 

被害実態調査 

 

児童の安全確保 

地震発生！！ 



  

（２）再開までの対応＜詳細＞ 

ⅰ）事故・災害等発生後の臨時休業・臨時登校等の措置 

①事故・災害等発生後の臨時休業の判断 

校長は、下記の基準に当てはまる場合、四万十町教育委員会と協議の上、臨時休業

の実施について判断する。臨時休業を決定した場合は、多様な手段を用いてその旨を

保護者に連絡するとともに、教育委員会へ報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②臨時登校の実施 

校長は、臨時休業が５日以上継続すると見込まれる場合、必要に応じて、四万十町

教育委員会と協議の上、登校可能な児童・教職員を対象に「臨時登校日」を設けて臨

時登校を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、臨時登校実施に際しては、上記①で示した多様な手段を用いて、保護者への連絡

を行う。 

 

 

ⅱ）学校教育の再開に向けた被害状況調査 

校長は、被害状況把握担当の教職員に指示して、学校教育の再開に向け下記の被害

状況を調査し取りまとめるとともに、必要な措置を講じる。 

【臨時休業の判断基準】 

＊震度５以上の地震（但し、学区内の被害が軽微である場合を除く） 

＊事故・災害等により、本校に避難所が開設されるなど、校区内に大きな被害が出た 

場合 

＊その他、事故・災害等により臨時休業が必要と認められる場合   等 

【臨時休業の保護者等への連絡手段】 

＊連絡システム「すぐーる」による配信 

＊学校入口（児童玄関）への掲示 

＊避難所への掲示        等 

【臨時登校の目的】 

＊登校可能な児童、勤務可能な教職員の人数確認 

＊児童の心理面の状況把握・安定確保 

＊児童の学習環境（教科書・学用品等）における被害の実態把握 

【実施上の留意点】 

＊校舎等被害の応急措置、危険箇所の立入制限等を行い、安全を確保 

（校舎等の被害状況により、代替施設の確保も検討） 

＊ライフライン（上下水道、電力）、トイレの復旧状況を考慮 

＊通学路の安全性を確認（必要に応じ、集団登下校など安全な通学手段を検討） 



  

 

 

ⅲ）応急教育に係る計画の作成 

校長は、上記（２）の調査結果を基に、四万十町教育委員会と協議・連携して、以

下の①.④を検討し、地域や学校の実態に即した応急教育に係る計画を作成する。なお、

計画の作成に当たっては、養護教諭、スクールカウンセラー、学校医等と連携し、児

童の心身の状態に配慮する。 

 

①教育の場の確保 

校舎等のうち安全が確認された箇所を用いるほか、必要に応じ、他施設（隣接校、 

その他の公共施設等）の借用、仮教室（仮設校舎）の建設などを検討する。 

※事故等の場合、発生現場等の使用は避けた校舎使用計画を検討。 

なお、ライフライン復旧が見込まれない場合は、仮設トイレ、仮設給水栓・給水蛇

口等を確保する。また、他施設を借用する場合には、当該施設への通学手段、通学時

の安全確保についても併せて検討する。 

 

児童・教職員の 

被害 

発災直後に実施した安否確認で得られた情報を基に（必要に応じて

追加的な調査を行い）以下の情報を取りまとめる。 

＊児童及びその家族の安否、住居等の被害状況 

＊教職員及びその家族の安否、住居等の被害状況 

校舎等の 

施設、設備の 

被害 

校舎等の施設・設備について被害状況を把握するとともに、必要な

応急措置等を講じる。 

＊学校施設・設備の安全確認及び転倒物等の片付け・整理 

※後日の報告等に備え、被害状況等を写真撮影して記録、 校内

平面図に位置を明記 

＊危険物・危険薬品（理科室、灯油保管場所等）の安全確認と必要

な措置 

＊学校給食施設・備品の点検と必要な措置 

＊ライフライン（上下水道、電力、電話）の使用可否確認 （使用

不可の場合は、元栓閉、ブレーカー遮断等を実施） 

＊危険箇所・使用禁止箇所について、立入禁止区域等を設定、表示

等を実施 

＊四万十町教育委員会に対し、以下を要請 ・専門家による点検（地

震の場合は「応急危険度判定」）、 被害箇所の応急処置・復旧 ・

ライフライン事業者による点検・復旧 

通学路・ 

通学手段 

の被害 

通学の安全確保のため、以下の情報を収集し、通常の通学手段によ

る通学の可否について検討する。 

＊学校周辺及び通学路の被害状況、危険箇所 

＊スクールバスの運行可能性（四万十町教育委員会を通じ、各路線

運転手に確認） 



  

②教育課程等の再編成 

被害状況等を踏まえ、必要に応じて以下の対応を取る。 

○授業形態の工夫（始業遅延、短縮授業、２部授業、複式授業など） 

○臨時学級編成 

○臨時時間割の作成 

○教職員の再配置・確保 

○学校行事（卒業式等）の実施方法の工夫（校庭や学校外施設の利用など） 

○給食への対応（調理不要物資を用いた簡易給食、弁当持参など） 

 

③避難所運営との調整 

学校施設が避難所として使用されている場合、学校教育の再開に向けて、窪川地 

区自主防災組織と協議を行い、以下の点について確認・依頼する。 

 

 

 

 

 

 

④教育活動再開時期の決定・連絡 

下記の状況を考慮しつつ、四万十町教育委員会と協議の上、教育活動の再開時期 

を決定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

授業再開時期を決定した後は、上記（１）②に示した多様な手段を用いて、保護者・ 

児童への連絡を行う。 

 

 

ⅳ）被災児童への支援 

①教科書・学用品等の確保 

校長は、児童の学習に支障が生じないよう、以下のとおり教科書・学用品等の確 

保に努める。 

○児童の安否確認、被害状況確認を通じて得られた教科書・学用品等の損失状況 

に関する情報を取りまとめ、速やかに○○市教育委員会へ報告する。 （災害救 

【避難所運営組織との協議事項】 

＊立入禁止区域（危険箇所のほか、学校教育に用いる区域）の確認 

＊動線設定（児童等学校関係者と避難者の動線をできるだけ区分） 

＊生活ルール（活動時間帯、施設・設備の利用方法、その他） 

【教育活動再開における考慮事項】 

＊学校施設の応急復旧状況 

＊危険箇所の立入禁止措置など安全対策の状況 

＊ライフライン（上下水道・トイレ、電力、通信回線等）復旧状況 

＊通学路の安全確保状況 

＊利用できる教室数など、教育の場の確保状況 

＊登校可能な生徒数、勤務可能な教職員数 

＊避難所としての本校の利用状況            など 



  

助法が適用された場合は、学用品の給与が実施されるため） 

○当面、必要な教材・学用品等については、学校に備える教材等の有効利用によ 

り対応する。 

○教科書等がない児童への配慮のため、必要に応じ、ワークシート等を活用する。 

 

②就学の機会確保 

校長は、学級担任に指示して、事故・災害等により被災し就学援助が必要な児童 

の把握に努めるとともに、その情報を取りまとめ、四万十町教育委員会に報告する。 

 

③避難・移動した児童、転出する児童への対応 

校長は、学級担任に指示して、事故・災害等により避難・移動した児童及び転出 

する児童について、以下のとおり対応する。 

○避難・移動した児童について、電話等による連絡・移動先訪問などを行い、実 

状（在籍校への復帰時期等）を把握する。 

○転出した児童については、転出先の学校と情報交換を行い、心のケア等につい 

て十分に配慮する。 

 

 

◇避難所運営への協力 

（１）避難所開設・運営支援の基本方針（本校の果たす役割） 

本校に避難所が設置された場合、教職員は、児童の安全確保及び学校機能の維持・ 

教育活動の早期再開を最優先としつつ、施設管理者として避難所の設置・運営に協 

力する。 

 

（２）避難所開設・運営支援の実施事項 

本校に避難所が開設される場合の対応については、別途、四万十町及び窪川地区 

自主防災組織と事前協議により定めた「窪川小学校避難所運営マニュアル」に従う 

ものとする。 

なお、上記の避難所運営マニュアルに定める本校の主な役割は、以下のとおりで 

ある。 

〇施設管理者としての校舎等の安全確認、危険個所の立入禁止措置 

〇事前に定めた避難所としての学校施設の利用方法（避難所空間配置図）に基づ 

く避難所利用スペースの確認、その他スペースの立入禁止措置 

〇町災害対策本部より派遣された避難所担当職員への支援 

〇避難所運営組織の会議への出席・協議参加 

校長は、四万十町災害対策本部より本校に避難所を開設する旨の連絡を受けた場 

合、避難所支援担当教員＜教頭＞に指示して、上記の対応を行う。 

   



  

肉親を失う・家屋に被害等 
強いストレス（心の傷） 

地震発生！！ 

 児童等の心のケアについて ①  

 

 大災害や事故等で、両親を失ったり家屋に被害を受けたりすると、児童等によっては、

表面的には普通と変わりなく見えるが、心の奥深いところには、心的外傷の問題としてダ

メージが大きく残り、このことがその後の社会生活をしていくうえで心に様々な影響を及

ぼすことがあります。 

 このため、児童等の心の傷をいやすには、専門的な視点からの継続的、長期的な心のケ

アが必要となります。 

 

 

            

 

   

 

 

 

 

 

                          

       

              

                                 

                  

          

                                

         

                  

                                   

            

                                   

                           

                                   

 

 

     

             

 

 

 

 

教職員の対応 
 

温
か
い
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で
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PTSD（心的外傷後ストレス障害） 

 

・災害の光景の夢を何回も見る。 

・恐ろしい体験に関係した事柄を避けようとする。 

・興味の減退、物忘れ、集中力の欠如等が起こる。 

・孤立傾向が強まり、神経質になる。 

・頭痛、腹痛、食欲不振等の生理的反応が生じる。 

・よく眠れない。 

医師・カウンセラー等の専門家に相談 
回 復 

希望がもてる

ような具体的

な声がけ 

教職員の対応 
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 児童等の心のケアについて ②  
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症状 

災害から２～３日

【急性反応期】 
災害から１週間程度 

【身体的反応期】 

災害から１カ月程度 

【精神症状期】 
災害から１カ月以降

【心的外傷後ｽﾄﾚｽ 

障害（PTSD）】 

災害から数カ月後 

【遅発性 PTSD】 

アニバーサリー反応 

不安と恐怖を強く訴え、抑うつ、

不安感、絶望感、ひきこもり等、

著しく重い症状が現れる。  

頭痛、腹痛、吐き気等の身体

的症状が現れる。 

集中力がなくなる、うつ状

態、あるいは、躁うつの両面

が交互に現れるなどの精神

的症状が現れる。 

災害の光景の夢を何回も見る。 

恐ろしい体験に関係した事柄を避

けようとする。 

興味の減退、物忘れ、集中力の欠

如等が起こる。 

孤立傾向が強まり、神経質になる。 

頭痛、腹痛、食欲不振等の生理的

反応が生じる。 

よく眠れないなどの症状が現れ

る。 

数カ月後に PTSD の症状が現れ

る。 

災害が発生した日が近づくと、

不安定になるなど、種々の反応

が表れる。 

・児童等の安全を確保できる場所や、状

況の確保 

・外傷等の手当 

・食料品等の確保 

・身体検査等の実施による必要な処置 

・児童等の悩みや願いを共感的に受け止

める。 

・元の状態に必ず戻るということを伝え、

安心させる。 

・児童等の悩みや願いを共感的に受け止

める。 

・元の状態に必ず戻るということを伝え、

安心させる。 

 

・早期に精神科医等の専門家の受診を勧

める。 

・児童等の悩みや願いを共感的に受け止

める。 

・元の状態に必ず戻るということを伝え、

安心させる。 

・友達と遊んだり話したりする機会をつ

くる。 

・保護者等と連携して、日頃から児童等を

観察し、症状が現れた時は話を聴くな

ど、安心させる。 

・精神科医等の専門家の受診を勧める。 

 

・保護者等との連携により、児童等の不安

を少なくする。 

大災害後、児童等に現れる可能性のある症状と、その対応 
症状 

心身の回復へと 

つないでいく 



  

 教職員の心のケアについて   
（１）管理職の対応 

校長は、事故・災害等が発生した後、自身又は家族が被災した教職員及び事故・災害

等への対応に当たる教職員について、過度のストレス状況を避けるなど心の健康に配慮

するため、例えば以下の対応を検討する。 

 

○被災した教職員に、現実的な配慮を行う。 

○学校が避難所になった場合は、速やかに管理を行政に委ねる。 

○報道対応の窓口を一本化する。 

○不要不急の業務を判断し、教職員の業務分担を見直したり、応援を依頼したり、臨 

時の人員配置などを検討する。 

○事故・災害等への対応は、チームを組んで当たる態勢を取る。 

○教職員の心の健康に関する研修会を実施する。 

○状況により、心の健康に関するチェックを行う。 

○休みを取ることが本人の不利にならないように配慮する。 

 

また、一日の活動の終わりに教職員間（必要に応じてスクールカウンセラー等を交え

る）で、その日の活動を振り返る時間をつくり、自由に安心して話せる環境下で、児童

に関する情報共有と自分の体験やそれに伴う感情を語り合う機会を設ける。 

 

 

（２）教職員の対応 

教職員は、事故・災害等が発生した後に児童への適切な支援を行うためには、自身の

健康管理が重要であることを理解して、以下の点を心がける。 

 

○個人のできることには限界があることを認識し、一人で抱え込まない。 

○ストレスに伴う心身の不調はだれにでも起こることを認識して、相談・受診をためら 

わない。 

○リラクセーションや気分転換を取り入れる。 

 

さらに、自ら及び同僚の心身の状態を注意深く観察するとともに、その不調をできるだ

け早期に発見して休息や相談につなげるよう努める。 

 


